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研究成果の概要（和文）：　(1)公私間関係、(2)行政主体間関係、(3)共同利益主体の法主体化、(4)コミュニティの現
代的機能、(5)適法性判断における行政計画と個別行為間の関係という、５つのテーマ群すべてにおいて、関係性及び
連携と連帯に着目した行政観構築の可能性があることが確認された。特に近隣警察や危険防御、都市計画や国土整備、
自立支援を含む社会福祉や生活保護等において、当該行政観に立脚した制度設計への示唆が得られた。また、複数の法
規定や法制度、複数の法的地位や法的行為等相互間の関係を関係性及び連携と連帯の視点から考察することが、行政法
学上の新たな問題発見と解決の糸口提供に寄与し得ることも、明らかになった。

研究成果の概要（英文）： By focusing the Relationship, Partnership and Solidarity, this research confirms 
the potential to construct the new outlook on the administration in all five theme groups : (1) 
Relationship between the public and private, (2) Intergovernmental Relationship, (3) Recognition of the 
co-profit entities as legal ones, (4) Contemporary features and functions of the community, (5) 
Relationship between the administrative planning and the individual actions in judging the legality. 
Based on this new approach we obtain the important clues to the specific institutional design, especially 
in the fields of neighborhood police and hazard prevention, urban planning and national land development, 
and social welfare. In addition, this research shows that it will contribute toward discovering new 
problems and their solutions in the administrative law to consider multiple legal provisions or systems, 
legal status or legal actions, from the point of view of the Relationship, Partnership and Solidarity.

研究分野： 社会科学
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
 
(1)複数の法規定や法制度、複数の法的地位や
法的行為等相互間の関係を相互切断・個別化
の方向で考察するか、それとも相互間の関係
性や連携及び連帯に着目する方向で考察す
るか、という方法論的問題があるが、従来の
行政法理論は、基本的に切断・個別化思考に
立脚してきた。すなわち、伝統的理論におけ
る行政像は、国家と社会の二元的対立構図を
前提に、国家機関における権限や責任の切
断・個別化、及び内部関係と国民に対する外
部関係の不浸透性を特色としてきた。 
 
(2)また国家に対する私人の法的地位という
点でも、法的に保護された権利利益の範囲を
個別的保護利益性を有するものに限定し、複
数私人間に成立する集団利益や共同利益を
排除するものであった。 
 
(3)さらに、公定力や不可争力等行政行為に特
殊の効力の観念は、基本的に、複数行為間の
関係性の切断を志向するものであった。 
 
(4)以上のごとく、基本的に切断・個別化思考
に立脚してきた従来の行政法理論が、今日に
おいても妥当であるか否かが問われる状況
にある。 
 
２．研究の目的 
 
 以上のような切断・個別化思考に基本的に
立脚してきた従来の行政法理論に対して、複
数の法規定や法規範、法制度、法的地位、法
的行為等相互間における関係性に着目し、ま
た相互の連携と連帯に着目した場合、いかな
る行政観が形成され又は必要となるかを探
求するとともに、かかる新たな行政観の下で
構築されるべき行政法理論の具体像を検討
することが、本研究の目的であった。そのた
めより具体的には、環境法、まちづくり法、
社会保障法、警察法等の各論的領域群を研究
対象に想定する一方、(1)公私間の関係におけ
る分離と連携、(2)行政主体間関係における連
携・連帯、(3)共同利益主体の法主体化、(4)
コミュニティの現代的な機能、(5)適法性判断
における行政計画と許認可等の個別行為間
の切断と関係性という５つのテーマ群を想
定し、各領域と各テーマが交錯する局面に応
じて問題状況を明らかにすることを目指し
てきた。 
 
３．研究の方法 
 
 本研究は、切断・個別化思考に立脚した行
政法理論から関係性に着目した行政法理論
への変容状況を明らかにしようとするもの
であるため、行政法学方法論を討議するため
主に国内研究者を招いた基幹研究会を開催
する一方、各論的諸領域を規制行政、給付行

政、公共的秩序形成という３つの大領域に統
合し、大領域ごとにグループ分けした研究グ
ループが中心となって領域ごとの問題状況
を分析するとともに、その中間的成果を踏ま
えたテーマ別研究会やワークショップを開
催した。テーマ別研究会には国内外の行政法
や隣接諸領域の研究者を招へいし、研究報告
や講演を通して新たな専門的知見を得ると
ともに、その準備や補充調査のためフランス
やドイツで海外調査を実施した。 
 
４．研究成果 
 
(1)公私間の関係における分離と連携に関し
ては、まず警察法領域における公私間の連携
や協働の進行が、近時における我が国及びフ
ランスやドイツに共通の特徴であることが
確認された。特に近隣警察分野では、フラン
スで一頃試みられた地域安全契約は、地域に
おける治安維持のため公私様々な主体間で
協定を締結し各主体の立場に応じて役割を
果たすという点で、治安維持における警察機
関の「水平的介入」という性格を有するもの
であるのに対し、我が国の交番制度やストー
カー規制法は、警察機関による治安維持や安
全確保へのソフトな市民動員と性格づけ得
るものであることが明らかとなった。他方、
社会保障法では、我が国の福祉や生活保護分
野における就労支援を含む自立支援プロセ
スの検証、ドイツ人研究者を招いての格差是
正や貧困対策のための法制度整備状況に関
するヒアリングや意見交換等を通して、公的
資源を個人のニーズに合わせて公平に配分
するには事業者や NPO その他の民間専門職
による情報や知見の提供が不可欠であり、ま
た被支援者本人をも包摂した多方向的な協
議の仕組みが不可欠であることが明らかに
なった。同様の公私間の連携の要請は、市街
化調整区域における開発行為の許容性との
関係でも問題化しており、各地域における土
地利用や自然環境等の多様な状況に応じて
地域住民との協働による意思決定が不可欠
であることが明らかにされた。さらに情報法
領域においては、特にドイツや EU で進行し
ている電子認証制度の抜本的改革が、官公民
相互間における認証連携手段として活用さ
れる見通しであることが明らかにされた。 
 
(2)行政主体間関係における連携・連帯に関し
ては、地域政策が国主導から地域主導へ変化
する中で、それが地域の切り捨てを招かない
ためには、地域政策における国の義務及び住
民の権利の明確化が喫緊の課題であること
が明らかにされた。他方、「脱警察化」の下
で専ら「法執行機関」として位置付けられた
戦後の我が国の警察法制の下では、警察機関
と他の行政機関間の連携が問題化すること
が明らかにされた。特に児童虐待や災害救助
等の分野では、その執行力に限界がある行政
機関にとって、即時強制権限を認められた警



察官吏との連携は必要不可欠であるが、同時
に、専門的知見を有する行政機関の任務遂行
の確保という観点から、かかる連携の法律に
よる適正化と透明化が課題であることも明
らかにされた。さらに、アメリカ行政手続法
に関しても、ヒアリング手続主宰者の省庁横
断的運用や州レベルでの集中化の傾向が明
らかとなった。異なった行政機関間の関係性
をめぐる問題ではあるが、行政主体間の連
携・連帯にとっても示唆的な知見を得ること
ができた。 
 
(3)共同利益主体の法主体化に関しては、一般
公益と個別的権利利益のいずれでもない第
３の利益類型としての共同利益を想定する
ことが、個別的保護利益性を認め得ない限り
一般公益に吸収解消されるという二者択一
的思考方法を脱却し、具体的な法制度や利益
状況に応じて法的保護利益性を認め得る場
合があるとする点で、解釈論上実益があるこ
とが明らかになる一方、共同利益論の一環と
して環境権を取り上げ検討した結果、公私間
を架橋する権利としての環境権概念の有用
性が明らかになるとともに、環境権の法制度
化としての参加と団体訴訟に関する基本的
な制度設計にも、有益な示唆が得られた。 
 
(4)コミュニティの現代的な機能に関しては、
ドイツ都市建設法の検討を通して、持続的都
市発展にとって多様性を確保することが不
可欠であり、その点に都市コミュニティの現
代的機能が示唆されることが明らかになっ
た。また、地域主導の地域開発が地域の切り
捨てに陥らないためには、コミュニティとし
ての住民の権利を明確化する必要があるこ
とも明らかになった。さらに、上述の共同利
益概念は、コミュニティの現代的機能を分析
する際のキー概念の一つであることも明ら
かになった。 
 
(5)適法性判断における行政計画と許認可等
の個別行為間の切断と関係性に関しては、都
市計画・国土整備法における行政計画と個別
的処分間の関係を素材に、複数行政行為間に
おける違法性の承継の成否に関する日仏間
の比較法研究の成果がまとまった。これによ
り、当該問題の解決には、当該複数行為間の
関係に関する法制度的仕組み及び争訟法的
特質を考慮すべきであるとともに、利害関係
人による争訟提起への現実的期待可能性を
考慮することも不可欠であることが明らか
となった。 
 
(6)以上の５つのテーマ群に即した総合的研
究を通して、複数の法規定や法制度、複数の
法的地位や法的行為等相互間の関係を関係
性及び連携と連帯の視点から考察すること
が、行政法学上の新たな問題発見とその解決
の糸口の提供に寄与し得ることが明らかに
なった。また、そのような問題の発見と解決

にとって、公私協働、協議、共同利益、団体
の参加と訴訟等の基礎的諸概念が重要な機
能を果たし得ることが、明らかになった。 
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